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ThisisthesecondpaperofourJOlntworkonthesubstitutabilityorparentalroles

amongtheMalaypeasantsinKelantanandMelaka,focusslngOnSOCalled"adoptlOn".

Thesalientpointsweraisearcasfollows:(1)Thenccdforadoptionisfeltonthepartof

adoptcrsowlngtOChildlessncssorde丘eiencylnnumberofchildren,orinorderto点nd

comfortinhavingsmallchildrenduringthepost-parentalperiod･ (2)Therelationship

withrealparentsmaybeseveredtemporarilybutnotcompletely. Theadopteeusually

hasdoubleidentitywiththefamily-circlesofboth pro-parentsandrealparents. (3)

TheagentofadoptlOnisnotacategorizedgroupbutanindividualoracouple. Adop･

tionisregardedasadyadiccontract. (4)Kinship-fosteringtendstobelinealpro-parent-

hoodand adoption ofrelativestobecollateral. (5)We丘nd moreadoptionsin

MelakathaninKelantan･ InKelantanpeoplemostlyadoptchildrenoftheirsiblings,
whilechildrenoftheunrelatedarcfrequentlyadoptedinMelaka. Thesedifferences

mayberelatedtothestandardoflivingandthedegreeofurbanizationofeacharea.

Through theseobservationsweconcludethattheconceptofthenuclearfamilylSnot

validfortheMalayfamily.

は じ め に

本稿は,前稿 ｢マレー人家族における隔世代関係｣1)の続編であり,マラカ州の BukitPegoh

集落 (マラカと略称する) とクランタン州の Galok集落 (クランタンと略称する)とを比較

しながら論を進める｡前稿の主題となった祖父母の孫引き取 りという現象は,我々の見解では

代親機構と見 られる｡孫引き取 りを祖父母の権利としての側面か らも捉えようとする立場もあ

るが,2) マレー農民の問では少な くとも権利としては意識されていない｡ 祖父母というカテゴ

*京都大学東南アジア研究センタ-

1) 『東南アジア研究』12巻 4号所載｡調査地の概要についても同論文を参照されたい｡
2) Howardβ/α/.1970参照｡

228



坪内 ･前田 :マレー人家族における養子慣行

リーが他の親族に比べてイデオロギー的に引き取り,あるいは養取に際して重要視されること

もない｡また,種々の選択可能性のある祖父母のすべてが引き取 りに関わるのではないという

ことも,祖父母の権利という抽象的な論理で隔世代間に引き取 り関係が成立するのではないこ

とを示 している｡本稿ではこのマレー人の間における代親制度を特定の親族間に限らず,養取

現象一般から検討してみることによって,マレー人の家族をよりいっそう明確にしようとする

ものである｡代親制度に直接関わるのは,出し手である実親と受け手である代親とその間を動

く子供との3着である｡論議の背後にはマレー人における ｢親｣というものがいかなるもので

あるかということが明らかでなければならない()しかし,｢親｣とは何であるかということを明

示的に一般化 して言い表わすことはマレー人にとっても難 しい｡我々は代親制度の養取を検討

することによって,むしろその｢親｣の概念をいくらかでも明るみに出そうとするものである｡

l 饗 チ

自分の子として承認 した他人の子供をマレー語では anakangkatという｡Anakは子供で

あり, angkatの原義は ｢持ち上げる｣であるが, ここでは ｢それとして認められた｣という

意味である｡マレー語の anakangkatは,単に ｢子を引き取 り,育てる｣というよりは,広

く擬制親子関係あるいは我々のいう代親に対する代子といえる｡事実 anakangkatに含まれ

るものには,(1)養い児, (2)一時的に屠住を共にしたり,世話をした他人の子供, (3)病気な

どをなおした場合に取 り結ばれる擬制的親子関係, (4)出稼ぎ地で有力な人に代親となっても

らう場合,などがあるO本稿では (1)のいわゆる養子を考察するが,注意 しておきたいのは,

いずれの場合で も子供として承認することが第一条件であって,この点,単に他人の子の養育

をする引き取りとは区別されねばならない｡

クランタン州では養子を指すのに anakangkatを使わず,anakpelihara (通常 anakpera

と短縮 して用いる)をf机 ､ることが多いopeliharaは養育するという意味で,子供は文字通り

養子ということになるが,この場合でも ｢他人の子｣を養育するという観念とは異なった,よ

り其実の親子関係に近い観念で考えられている｡

養子慣行は我々の調査地に限らず広 く行なわれている事実ではあるが,3) マレー人の法体系

の中心となるイスラーム法による養子は法律的な効果を何 ら生むことがない｡4)養親の名を襲

名することもなく,財産の相続権を生 じることもない｡法の前では実子とは厳然と区別されて

いるのであるO しかし,マレー人はこのイスラーム法の規定を単に ｢養子は財産相続権を持た

ない｣ということに限定して受けとめて,養子を認めないという風には解釈 しない｡財産相続

と養子とは全然別の事柄なのである｡ 養い児に財産を与えようと思えば,生前に譲渡 しておか

3) Djamour1959,Swift1965,Firth1966･

4) TheAdoptionOrdinanceof1952は,ムスリムには適用されないことが明記されている｡
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なければイスラーム法の上では無効になる｡ 従 って,日本におけるような相続養子は制度上認

められないといえる｡ もちろん,マレー農民における養取現象を養い児養子として一括 して取

り扱 うことにも問題はある｡

調査時点においてマラカでは89世帯中10世帯が養 子の世帯成員を有 し,養子の人数は男 4人,

女 7人,計11人であった｡ 1世帯のみが複数 (2人キ ョウダイ)の養子をもつ｡クランタンで

は146世帯中7世帯が養子を有 し,養子の人数は男 7人,女 2人計 9人であった｡複数の養子を

もつのは2世帯でいずれも2人 (1件はキ ョウダイ)の養子を有 している(,これらのほかに,

養子が既に独立 しているケースがそれぞれ数件ずつ数えられる｡養子の数は前稿で述べた両親

と別居して祖父母と同居する孫の数 (マラカ27人,クランタン30人)よりもずっと少ない｡養

親による代親機能は,それがより広い一般的な関係か ら発生するにもかかわらず,祖父母の代

親機能よりも発現 しに くいと言える｡以下,養取現象を経過的に養取以前,養取儀礼,養取後

の状況にわけて順次考察 したい｡

日 章 取 前

1. 引き取 られる子供の性別はクランタンでは男 子に,マラカでは若干女子に片寄ってはいる

が,選好傾向が明確に存在するとは言えず個人的な好みに支配される所が多い｡ただし中国人

の子供を養子にとる時は例外なく女子に限られる｡

養取時の子供の年齢はまちまちである｡ 例えば中国人の子女を養子にした例では生後 7日目

で引き取 っている｡他方,姉の子を12歳のときに養子にした例もある｡養子の事実を隠すため

にとくに物心つかない時期を選ぶということはない｡生後直後というケースはたいてい出産以

前か ら今度生まれた子供はもらうというような約束に基づ く｡乳幼児期か ら少年期にかけてへ

の養子はあるが,成人した青年あるいは既婚者を養子にとることは極めて稀である｡

マラカで養子を出した世帯 (8例)についてみると,養 子に出たのは,先妻の子 (2例)を

除いて,第 6子か ら第11子までで,そのうち3ケースは末子である｡養子を出した世帯か ら見

れば,(1)前姫の子をも含めて実子数が 7人ないし13人と多数であること,(2)再婚にともない

前姫での子供を放出するということ, (3)実子ばかりの場合は養子に出たのは 比較的後にでき

た子供であること,(4)男子 (3人)より女 子(7人)のほうが多いということが言える｡ 1例

を除いて実親は両親とも健在である｡ 必ず しも生活に困って実親が養子に出すのではない｡比

較的貧 しくて,子供の数が多い場合でも養子を出さないという例は多い｡

クランタンでは出生順位が高い子供や中位までの子供が養子に出される傾向があり,また男

子のほうが女子よりも多いという点でマラカとはやや異なった傾向がみ られる｡養子を出す側

の子の数が一般に多いことはマラカと同様であり,子供が多 くても必ず しも養子に出さぬこと
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に関しても同様である｡ 再婚 した場合に前姫での子が何 らかの形で処理されるということは,

とくにクランタンにおいて多く見られるが,養子というよりは祖父母による引き取 りとなるこ

とのほうが多い｡5) 養子を出している世帯か ら見る限り, 積極的なイニシアチブは養子を出す

側には認められないO

2･ 次に引き取る側を検討してみよう｡ マラカでは養子を出している側 も養子をとる側も村人

がその理由としてあげるのは, (-供のない近親者から求められたからとか,あるいは 1人か 2

人 しか子がなくて後ができないから,というのが多い｡10例の養取世帯を見てみると,実子が

ないのは3例, 1人は2例, 2人は 1例, 3人は 2例, 4人は 1例, 6人は 1例である｡ 最後

の事例は, 3人の夫子がすでに結婚または就職 して他州に住み,残る3人は男ばかりで中学 ･

高校に通学 しており,夫も出稼ぎで家をあけている状況なので,近所の娘を養女とした例であ

る｡ 3人の実子をもつ2例においても,実子がすでに婚出して しまっている｡クランタンの養

取世帯 7例においても無巨子が目立つ.すなわちここでは5世′帯までが実子をもたず, 1世帯は

既に成長して独立 した最初の大との子が 1人だけある｡ 最後の1世帯だけは夫の子が 8人もい

るが現在の大姉の閲 には予がない｡養 子をとる側にはこのような意味で積極的なイニシアチブ

が存在 しているようにみえるtJ

養取 した際の養親の年齢は,早い 場合には結婚後数年というケースもあるが,大部分は30代

後半から40代,あるいは夫子が全部独立した時期であるO

養親は2人そろっているのが普通であるが,片親だけという場合 もある｡ 妻の一方的なイニ

シアチブによって養子をとるということは珍 しくないが,養子をとる単位は夫婦存命の場合は

あくまでも大姉である｡

養親世帯の労働力補給という視点か ら見れば,老齢期における養子はなぐさみとしての子供

と冊 寺に使い走 りに便利なという面もあるが,全般的に労働力としての意義は低いo

3･ 養親と実親との関係を地理的遠近,血縁関係,社会的地位から検討してみる｡

地理的近さは養子の際の障害にはならず,むしろ既述の例のように親族関係はないが家が近

いか らという例 もある｡ 近村の場合 もあるが,シンガポール,クアラルンプールに住む者との

養子縁組 もマラカでは多いし クランタンでもほぼ同様の状態がみられ,隣家から養子をとった

場合 もあれば,美観が州内とはいえ遠 く離れた UluKelantanの開墾地や Pahang州などに

居住する場合 もある｡ しかし,マレー人間の養子の場合,実親が遠隔地に住む場合でも,実親

と養親との親族関係がある場合が多いことに注意する必要がある｡

5) 両親の亡くなった子供の養育は近親者の義務である｡ マラカの例 (Bf'22)では祖母が2人の孫を養っ
ているが,｢養子｣としては認めていない0

231



束繭アジア研究 13巻 2号

マラカで養子にいった子,養子に来た手許20人 (集落外-養子に出された者をも含む)のう

ち, 7人は親同士に親族関係がなく,友人関係,近隣関係とか,親族の者が間を仲介するとい

った例である｡ 残りの親族関係のある13組では,ほとんどが大方からの養子である｡キョウダ

イ間での養子は7ケースを数え,異世代間 (大の母方のオジ,息子)では2ケ-ス,明確な親

族関係の不明なもの4ケースとなる｡ クランタンでは集落内に現存する養子関係においても,

養子が既に独立した場合においても実親と養親とは例外なくキョウダイである｡ 離婚の麿にみ

られる母子関係の強さを反映してか,夫方妻方を問わず姉妹の子を養子にする例が相対的に多

い ｡

マラカとクランタンを比較すると,実親と養親とが他人であるケースが前者においてのみみ

られることに注意する必要がある｡中国人からの養子は現存する関係としては存在 しないが,

養子であった者が既に独立 したケースとしては,マラカにおいてのみ3ケース存在 していた｡

クランタンでも町に近いマレー人集落では中国人からの養子がみられることがある｡

実親としては養親の身元がはっきりしていることがもっとも関心事であるから,親族間での

養子が多くなるが,マラカのように出稼ぎ地での友人関係に基づいた養子も見られることは注

目すべきである｡ これと中国人からの養子とを連続的に捉えて,他人からの養子は都市的生活

の影響をうけたマレー人コミュニティに現われる現象とみなすことができるかもしれない｡

親の社会的地位が子供のそれを決定的に決めてしまうことはなく,ネポティズムを除いては

むしろ個人主義的な考え方が基本的である｡ 従って社会的地位を高めるための養子はマレー人

にとって比較的無縁である｡ 逆に社会的地位のある者あるいは経済的に富裕な者は,子供の数

を誇ることはあっても,養子に出すということは考えられない｡子供を育てるのは親の義務で

あり権利であり,富裕者はそれだけ生活に余裕があるのであるから,育児は当然でそれを他人

に譲ることはほとんどない｡

生活にある程度ゆとりがあることは養子をとるために重要な条件であり､とくに他人から養

子をとる場合には必須の条件である｡ マラカにおいて養子が多く,クランタンにおいて相対的

に少ないという現象は,前者が比較的暮 らしむきのよい村であり,後者がきわめて貧しい村で

あることに関連しているようである｡ 後者において実子を一一人ももたぬ者がキョウダイから子

を貰う場合が圧倒的に多いことは,貧 しい村において養取が必要最小限の範囲で出現 したもの

として理解されよう｡

111 奪 取 儀 礼

養取の際の儀礼的共食 (kendtlri)は普通行なわれない｡契約書あるいは法律的な登録という

こともない｡単なる口頭による一種の約束ごとの契りとして済まされてしまうわけである. 秦
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親あるいは実親からの財物の交換あるいは一方的な付与というのも通常見 られない｡例外的な

のは中国人の子供を養子にする時はお金を支払うことであるOこれは ｢取引｣がその場限りで

完了 したことを象徴的に表わしているといえる｡

養取儀礼が特別にないというのはイスラームの影響によるものかどうか問題がある所である

が,イバン(Freeman1970), オラン･フル (前田 1967)などのプロト･マレー人 あるいはポ

リネシア (Carroll1970)の例か ら推測すれば,養子というのはもともと引き取りあるいはもっ

と一般的な子供の寄寓などと相並ぶ,ごく日常的な出来事の延長と解釈するほうがよいように

思われる｡ 養取がなぜ親子関係に限定されねばならないのかということは別として,祖父母と

孫あるいはオジ･オバとオイ ･メイの関係を儀礼によって親子に変えることなく, もとのまま

で引き取り養 う事実は,必ずしも養 ｢子｣にしなくてもよい心理を反映 していよう｡推移儀礼

が目立たないということは,引き取りと養取とが実際にはあまり変わりないということかもし

れない｡ しか し,実親との関係が断絶されている場合には,結婚などの独立期の援助を求める

上で ｢養子｣という地位は極めて重要となって くる(,中国人の養子を神か らのさずかりものと

して扱うのはその極端な事例である｡

Ⅳ 兼 取 後

養取後,実親がはっきりしていたり,近 くに居住 していても,実親との関係は公的にはなく

なり,養親が養育の全責任をおうことは言うまでもない｡,実親が実子を見て情を移 らせて抱い

たり,特別な注意を払ったりすることは養親との関係上厳につつしまねばならないとあるイン

フォーマントは語るO シンガポールのマレー人が, 実親が子供に対する権利を主張 してつれ

戻す おそれが ない という理由で, マレー人の子よりも中国人の子を養子と して貸いたがる

(Djamour1959)というのは, 養親の心理的な要求として一面の真理を含んでいる｡ このよう

に子供と実親 との接触は,親の側か らは抑制される｡しか し,子供が成長 した後は子供の自由

であって,養親といえども養子が実の親の家を訪ねることを阻むことはできないO

言いかえれば,実親は養親に ｢養う｣権利を譲渡 したことになる｡ しか しながら,養育とい

う事実が,養子の成人後,養親の扶養という義務を生 じるわけではない｡養育期間中の養親と

養子との互恵的なやりとりはもちろんあるが,養子が恩を返さねばならぬという規範はない｡

実際に育てられた親を実親より大切にする例はいくらでもあるが,規範として確 立 していな

い｡どちらを大切にするかは養育時の諸種の状況による｡

育ての親は養子を自分の実の子同様に取 り扱うことを期待される｡我々の見聞する範囲内で

は,養子と実子とを区別 して養子に対 して冷酷な仕打ちをするというのは聞かない｡もちろん

名前 ･法律的地位において拭い切れぬ違いがそのままにされているから,養子と実子とははっ
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きり区別されているわけである｡しかし,成長するまでは養子という事実をはっきりさせない

ケースもある｡6)

実親と養親 とが養子関係によって特殊の間柄を保つということはない｡ しかし,養子から見

れば,両親が 2組できたことになるのは事実である｡養取後,養子の重大な病気 ･死亡は実親

に通知されるO

すでに述べたように,イスラーム相続法を適用する限り養子に養親の財産が死後分与される

ことはあり得ないが,実親の財産に対する権利は留保 している｡ マラカにおいては養子が独立

した事例が 4例あるが, うち3例は中国人女性なので実親か らの相続の問題は生 じず,かつ養

親からも財産を分けてもらってはいない｡残る1例 (I3P66)の場合,実親は財を残さず死亡し

ており,実の弟がシンガポールにいるというが正確な屠所は不明である｡養親も亡 くなってい

るが,現在彼の住む宅地は養親から譲渡されたものという,,彼の斜め向いに養親の実子夫婦が

住むが,養親の土地は宅地を除いて実子 (女)の2人が取っている｡クランタンにおいては養

子がキョウダイの子である場合が多いため財産関係はより錯綜 している｡死亡した姉の一人娘

を妹が養子として育て,養子に代わって管理 した姉の相続土地 (水田)を養親が処分し,その

代わりに自分の土地 (ゴム閲)を成長後の養子に譲与したという例などがあるO

養子が婚後も養親と同居するかどうかも一概に言えないが, マラカにおいては 1例, 実子

(男3人)の家庭よりも,中国人養女の家庭のほうを好んでそこに養母が住む例がある｡ クラ

ンタンでは実子がなく養子だけのケースにおいて養子 (女)が養親の家の隣に居住しているケ

ースもあるが,同様の状況にもかかわらず養子 (女)が隣集落に婚出したケースもある｡養子

の婚後居住は実子の場合と同様状況的に決定される｡

養親の離婚 ･死亡による養子の地位の変化,あるいは養取の解消に関するデータはない｡推

論的にいえば,離婚の場合はより多く養取にコミットしたほうが引き取 り,養親が 2人とも死

亡 した場合は,実子があればそのもとに,なければ養親あるいは実親の近親が状況に従って子

供の世話を見るであろう｡養子というのが養育権の獲得である限り,代親関係は永久的であり,

養取の解消を前提としないことは当然であろう｡

Ⅴ 養 子 と 社 会 構 造

日本あるいはバ リ(Geertz&Geertz1975)のような継承すべき集団カテゴリーはマレー人の

間では存在 していない｡対人的均衡関係が生活基調となっている｡家族集団というものがあっ

て,その中で養子が組み込まれるのではなくて,養親一養子関係が擬制されることによって,

6) Banks(1969:89)はKedah州のSikの調査報告の中で養子がある日突然本当の子ではないことを発見
した時のショックを報告しているが,これはどちらかといえば特殊な事例のように思われる0
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後は自動的に養親を通 しての親族関係が付加される場合があるだけである｡しかしこの場合で

も実子をキョウダイとして認めないということは自由である｡養子はあくまでも親との関係で

あるからである(,一方,もとの家族圏との関係もたち切られずに残っていても,社会構造上何

ら不都合は生 じない｡社会関係の選択は状況に応じて行なえばよいだけの広い許容度をもち,

社会構造的な枠組が明確でないといえる｡相続原理が確定 しているのも,そのことがかえって

社会関係の選択を容易ならしめていると言えるo

養取を社会的に制度化 した孤児院 ･養老院は農村部までは入 っておらず,都市部でさえもマ

レー人の利用はほとんどないと言われる｡孤児 ･老齢者を吸収するだけの仕組みがコミニティ

･レベルで働いているからであり,養取 ･引き取 り･隔世代関係などはその機能の一端をにな

っているといえよう｡

お わ り に

引き取 りと養子とは,その程度の差はあっても,代親制度として実親 との関係を完全に破棄

することなく新しい関係に入っていると言えるO引き取 りのほうは子供本人のためあるいは子

供本人による選択の結果という理由も目立つが,7)養子の場合は 養親が子供を欲しいので 正式

に養子とするという養親の側の都合が目立つ｡とくに実子がすべて独立 して別居して しまった

後に,老夫婦が養子を取る事例はマレー人の家族を理解する上に重要である｡ しかも, この養

子は実子とは無関係なのである｡8)そこにあるのは 子代替ということである｡ マレー人の問で

も養子全般について子代替機能が強いことは本稿で明らかであるが,その際,親と子との二重

アイデンティティが可能であるというのはアメ1)カ的な養子制度と大きく適うところであり,9)

対人的な関係にとどまるというのは集団的背景をもつ日本の養子制度と異なるところである｡

全体的に見てポ リネシアの養子制度に近似するといえる (Carroll1970)0

祖父母 ･孫同属の場合は直系的代親である｡マラカの (養子ではない)引き取り事例のある

17世帯のうち15世帯,クランタンでは引き取 り事例のある22世帯すべてが祖父母 ･孫関係であ

る｡これに対 してキョウダイ ･イトコの子供を養子にするのは傍系的代親 といえる｡直系的な

代替のほうが傍系的な代替よりも発生 しやすいが,いずれの場合にせよ親代替 ･子代替は容易

に行なわれる傾向が強い｡養子を子供の数の分布から説明する立場 もあるが,10)マレー農民の

場合はこの見方は一面しか見ていないと言え,むしろ精神的 ･物質的保護者としての親の役割

遂行と欲求に基づ くものと解釈すべきであろう｡ 親の役割というのは生理的 ･心理的 ･法的な

7) Goody1969参照0
8) 養子が相続権を持たないので,相続権者からの積極的な反対を受けることなく,老人は自由に養取し

うる｡

9) イバン族でも生まれたブル-プでの成員権は消滅する(Freeman1970:16ff)o
10) K61)ben1967:51,
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